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1.中野区の被害想定及び災害対策について
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東京都直下地震の想定（中野区被害抜粋）
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ライフライン

電力 停電率 ６．１％

通信 不通率 ２．３％

上水道 断水率 １７．４％

下水道 管きょ被害率 ３．９％

ガス 供給停止率 １０．０％
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中野区の備え
地域防災計画から・・・

災害対策

基本法

防災基本計画

※地域の実情に即した防災計画

東京都地域防災計画

中野区地域防災計画

区・区民・事業者・関係機関等との連携や
責務

災害応急対策の職員態勢、防災啓発の推進

避難所の配備、復旧・復興 など
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自 助

共 助公 助

防災の３原則

自分自身の備え

行政等の対応 地域での助け合い
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防災機関等の応急対策業務概要（抜粋）
機関名等 内容（災害応急活動等の抜粋）

陸上自衛隊 • 救出・救助
• 災害派遣、応急救援・復旧活動 等

警視庁 • 救出・救助、避難誘導、交通規制
• 公共安全、秩序維持 等

東京消防庁 • 消火活動
• 人命救助及び救急活動 等

区

• 災害情報の収集
• 災害応急対策
• 被災者支援（避難所整備・運営、生活再建支援等）
• 復旧・復興業務
• 事前啓発による減災行動の醸成（関係機関連携含む）等

区民 • 自助（災害発生前後の減災行動）
• 共助（地域ぐるみの減災行動） 等

事業者
• 業務継続計画（BCP）の確立
• 業務継続活動（BCM）の実践 等
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在宅避難？ or 避難所？

【判断の目安】

1. 自宅の被害を確認

2. 火災の危険を確認

※繰り返し確認すること。

◆在宅避難の場合、電気・ガス・水道等の
ライフラインの障害がある場合は、必要な
必要な物や情報は近くの避難所で受け取る
ことができます。

◆自宅から避難する場合には、通電火災を
防ぐため、ブレーカーを落として避難しま
しょう。

中野区民防災ハンドブック（抜粋）P47 11



広域避難場所と避難所

○区内外13箇所。

   火災の延焼から命を守ることを

   目的とする。

○町丁別に東京都が指定。

○１人１㎡以上のスペースを確保

※延焼火災が起きなければ、

 広域避難場所に

   避難する必要はない。
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中野区の避難所

★区内４５箇所の小・中学校等を指定。

地域における救援・救護活動の拠点となる。

★開設期間は７日間（必要に応じて延伸）

★地域防災会ごとに割当を行なっている。

★避難所運営は、区民、区職員、学校職員等で行う。
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（１） 要収容・救護者が多数見込まれるとき

（２） 区長が必要と認めた時

なお、避難所は、大地震が発生し、区内震度５強以上のとき、危険が切迫している場合、もしく
は避難の指示が発令された時等に、あらかじめ指定された区職員、施設管理者、地域防災会の
要員が協力、またはそれぞれが独自に開設できることとする。

2 避難所の主な役割

避難所は、自宅の倒壊や火災延焼等により自宅での生活が困難となった被災者に、生活
の場（安全と安心の場）を提供するとともに、避難者がお互いに励まし、助け合いながら
生活再建・復興に向けて、次の一歩を踏み出す場となることを目的とします。

避難所の主な役割は、次のとおりです。

（１）避難者の把握

（２）備蓄必要な物・救援必要な物の配布、給水

（３）住民の安否確認等の情報の収集及び報告

（４）介護等が必要な避難者のケア

（５）自宅避難者への必要な物配布、給水等

（６）負傷者等の救護
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３ 避難所スペースの活用

□ 避難者の状況にあわせ、体育館内の通路

や区画を整える。

□ 避難者の人数によっては、避難スペース

の拡大（教室利用）などを検討する。

□ 配慮が必要な方（要配慮者）には、体育館

ではなく教室等を提供する。

□ 避難所での生活が困難な方は、二次避難
所への移動を検討する。
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2.医療的ケア児が災害時に直面する特有のリスク
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• 【医療機器・電源】

人工呼吸器・吸引器・酸素・注入ポンプは停電で停止／バッテリーは持続時間に
限界

• 【衛生・環境】

避難所は感染リスクが高く、器具の洗浄・消毒・交換が難しい（水・必要な物が不足
しやすい）

• 【個別性・情報共有】

ケア手順は子どもごとに異なる／誤接続・誤薬の危険／家族不在時に対応が滞る
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3.一次避難所または在宅避難から
二次避難所への判定と移送手段
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避難先の考え方

• 一次避難所や在宅避難先においてスクリーニングを行い、二次避難所への移送を決定

• 在宅：子どもが落ち着け、個別ケア・機器管理がしやすい

• 一次避難所：物や情報の支援を受けながら生活。要配慮者スペースを用意

• 二次避難所に避難する例：衛生面の確保が困難／家族負担の限界／集団生活が著し
く困難

自宅が倒壊等の危険性があり、避難支援が必要な場合には、速やか
に区へご連絡くださいますようお願いいたします。区では、状況を確
認の上、一次避難所または二次避難所への避難支援を行います。
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二次避難所の受け入れ基準について

• 一次避難所等での判定
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二次避難所の受け入れ調整について
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二次避難所への移送手段

配慮が必要な方を二次避難所へ移送する際は、次の優先順位で移送手段を確保します。

①区職員（災害対策総務部車両・輸送班が移送を担当）による移送（原則）

②協定事業者による移送

③二次避難所の施設職員による移送

なお、状況によっては、ご家族や支援者に移送への協力をお願いする場合があります。

緊急輸送に関する協定(例)

・宮園自動車(株)

・タクシー会社各社
(一社)東京都旅客個人タクシー協会、日個連東京都営業協同組

合新中野支部新中野個人タクシー協同組合、東京都個人タク
シー協同組合中野支部、東京都個人タクシー協同組合野方支部、
日本自動車交通(株)、新星自動車(株)、城西タクシー(株)、スガ
イ交通(株)、弥生交通(株)
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二次避難所体系図

二次避難所

高齢者対象施設

（２０カ所）

特別養護老人ホーム

通所施設等

障害者対象施設

（９カ所）

障害者

受入施設

乳幼児等対象施設

（３０カ所）

保育園

児童館

助産院
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名称 所在地

療育センターアポロ園 中野区江古田４－４３－２５

障害者福祉会館 中野区沼袋２－４０－１８

弥生福祉作業所 中野区弥生町４－３６－１５

都立中野特別支援学校 中野区南台３－４６－２０

東京総合保健福祉センター江古田の森 中野区江古田３－１４－１９

中野区子ども発達支援センターたんぽぽ 中野区丸山１－１７－２

放課後デイサービスセンターみずいろ 中野区丸山１－１７－２

コロニーもみじやま支援センター 中野区中野５－３－３２

中野区療育センターゆめなりあ 中野区弥生町５－５－２

二次避難所 障害者対象施設（９カ所）
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二次避難所の開設手順
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二次避難所における備蓄必要な物

二次避難所として必要な資機材および当面の食料等備蓄必要な物については、区
の備蓄倉庫から、二次避難所班が持参します。

なお、二次避難所開設後、区が整備している資機材および備蓄以外で必要となった
物品については、二次避難所班長は救援・救護班に要請します。救援・救護班は災害
対策保健福祉部対応班を通じ、災害対策総務部対応班に必要な物資調達および輸送
について依頼し対応します。

【備蓄物資の一例】

◆とろみ剤、経管栄養食料使い捨て容器 等（予定）

◆おかゆ、ライスクッキー、五目アルファ化米 等

◆手指消毒

◆仮設トイレ（便袋含む）

◆紙おむつ

◆生理用品

◆間仕切り（段ボール製、布製、ファミリーテント）

◆毛布、エアベット など
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4.平時の備え
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平時の備え
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ご清聴ありがとう

ございました。

お疲れさまでした。
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